
瀬戸市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和元年５月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２号  

瀬戸市行政組織規則の一部を改正する規則  

瀬戸市行政組織規則（平成１７年瀬戸市規則第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（本庁の職制） 

第４５条 ＜省略＞ 

２ 前項に規定するもののほか、市長は、次の表

の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄

に掲げる職を置くことができ、その職務は、そ

れぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。 

（本庁の職制） 

第４５条 ＜省略＞ 

２ 前項に規定するもののほか、市長は、次の表

の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄

に掲げる職を置くことができ、その職務は、そ

れぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。 

組織 職名 職務 

市長直轄組織 危機管理監 ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

組織 職名 職務 

市長直轄組織 参事 ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、令和元年６月１日から施行する。  


